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日
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別
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五
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｢
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五
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｢

五
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八
四
〇
円｣
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｢
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八
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改
め
る
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則

１

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
職
員
の
日
額
旅
費
支
給
規
程
別
表
の
規
定
は
、
こ
の
訓
令
の
施
行
の
日
以
後
に
出
発
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る
旅
行
か
ら
適
用
し
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同
日
前
に
出
発
し
た
旅
行
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
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規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。
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村

申
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青
森
県
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示
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十
二
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律

(

平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号)

第
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
四
条
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申
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(

平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号)

第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
医
師
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則

(

平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
一
号)

第
二
十
一
条
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
十
四
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

(

平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百

二
十
一
号)

第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
医
か
ら
主
と
し
て
指
定
難
病
の
診
断
を

行
う
医
療
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
二
十
一
条
第

二
号
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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指
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年
月
日

難
病
指
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医

松
岡

保
史

国
民
健
康
保

険
大
間
病
院

下
北
郡
大
間
町
大

字
大
間
字
大
間
平

二
〇
の
七
八

内
科
、
外
科
、
小

児
科
、
整
形
外
科
、

皮
膚
科
、
泌
尿
器

科

平
成
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･
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�

主
と
し
て
指
定
難
病
の
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を

行
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医
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氏

名

名
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所

在
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名

変

更

年
月
日

変
更
前

独
立
行
政
法

人
労
働
者
健

康
安
全
機
構

青
森
労
災
病

院

八
戸
市
大
字
白
銀

町
字
南
ケ
丘
一

変
更
後

難
病
指

定
医

柳
沢

健

の
へ
じ
ク
リ

ニ
ッ
ク

上
北
郡
野
辺
地
町

字
下
小
中
野
一
八

の
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尿
器
科

平
成
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青
森
県
告
示
第
二
百
十
五
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

保
安
林
の
所
在
場
所

十
和
田
市
西
五
番
町
四
六
七
の
一
か
ら
四
六
七
の
一
〇
ま
で
、
西
十
四
番
町
四
二
四
、
西
十
五

番
町
四
六
六
の
一
か
ら
四
六
六
の
五
ま
で
、
四
六
六
の
七
か
ら
四
六
六
の
一
〇
ま
で
、
四
九
八
の

一
、
四
九
八
の
三
、
四
九
九
の
三
、
四
九
九
の
四
、
西
十
六
番
町
四
七
四
の
二
か
ら
四
七
四
の
四

二
ま
で
、
四
七
四
の
四
四
か
ら
四
七
四
の
六
五
ま
で
、
四
七
四
の
六
七
、
四
七
四
の
六
八
、
五
〇

九
、
西
二
十
三
番
町
四
三
五
の
二
、
大
字
三
本
木
字
並
木
西
四
三
五
の
一

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

風
害
の
防
備

三

保
安
林
解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

青
森
県
告
示
第
二
百
十
六
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

保
安
林
の
所
在
場
所

弘
前
市
大
字
高
岡
字
獅
子
沢
一
二
八
の
一
一
七
、
一
二
八
の
一
一
九

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

名
所
又
は
旧
跡
の
風
致
の
保
存

三

保
安
林
解
除
の
理
由

公
共
施
設
用
地
と
す
る
た
め

青
森
県
告
示
第
二
百
十
七
号

青
森
県
海
面
漁
業
調
整
規
則

(

昭
和
四
十
三
年
二
月
青
森
県
規
則
第
十
一
号)

第
五
十
三
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
五
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
聴
聞
の
期
日
に
お
け
る
審
理
を

公
開
す
る
の
で
、
行
政
手
続
法
及
び
青
森
県
行
政
手
続
条
例
に
基
づ
き
知
事
が
行
う
聴
聞
の
手
続
に

関
す
る
規
則

(

平
成
六
年
九
月
青
森
県
規
則
第
五
十
一
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と

お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

当
事
者
並
び
に
聴
聞
の
期
日
及
び
場
所

二

予
定
さ
れ
る
不
利
益
処
分
の
内
容
及
び
根
拠
と
な
る
法
令
の
条
項

青
森
県
海
面
漁
業
調
整
規
則
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
無
許
可
の
船
舶
に
対
す
る
て

い
泊
命
令

三

聴
聞
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
組
織
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

青
森
県
農
林
水
産
部
水
産
局
水
産
振
興
課

(

担
当

漁
業
管
理
グ
ル
ー
プ

電
話
〇
一
七
―
七
三
四
―
九
五
九
三)
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変
更
前

弘
前
市
大
字
代
官

町
五
七
の
一

変
更
後

難
病
指

定
医

原
子

健

医
療
法
人
原

子
整
形
外
科

医
院

弘
前
市
大
字
代
官

町
五
九

整
形
外
科
、

リ
ウ
マ
チ

科
、
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
科
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�

当

事

者

聴
聞
の
期
日
及
び
場
所

氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表

者
の
氏
名

住

所

期

日

場

所

横

澤

光

幸

八
戸
市
長
苗
代
三
丁
目

一
一
の
八

平
成
二
十
九

年
三
月
二
十

九
日
午
前
九

時

青
森
市
長
島
一
丁
目

一
の
一

青
森
県
庁
北
棟
四
階

農
林
水
産
部
Ｂ
会
議

室
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２

所
在
地

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
告
示
第
二
百
十
八
号

青
森
県
海
面
漁
業
調
整
規
則

(

昭
和
四
十
三
年
二
月
青
森
県
規
則
第
十
一
号)

第
五
十
三
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
五
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
聴
聞
の
期
日
に
お
け
る
審
理
を

公
開
す
る
の
で
、
行
政
手
続
法
及
び
青
森
県
行
政
手
続
条
例
に
基
づ
き
知
事
が
行
う
聴
聞
の
手
続
に

関
す
る
規
則

(

平
成
六
年
九
月
青
森
県
規
則
第
五
十
一
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と

お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

当
事
者
並
び
に
聴
聞
の
期
日
及
び
場
所

二

予
定
さ
れ
る
不
利
益
処
分
の
内
容
及
び
根
拠
と
な
る
法
令
の
条
項

青
森
県
海
面
漁
業
調
整
規
則
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
無
許
可
の
船
舶
に
対
す
る
て

い
泊
命
令

三

聴
聞
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
組
織
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

青
森
県
農
林
水
産
部
水
産
局
水
産
振
興
課

(

担
当

漁
業
管
理
グ
ル
ー
プ

電
話
〇
一
七
―
七
三
四
―
九
五
九
三)

２

所
在
地

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
告
示
第
二
百
十
九
号

青
森
県
海
面
漁
業
調
整
規
則

(

昭
和
四
十
三
年
二
月
青
森
県
規
則
第
十
一
号)

第
五
十
三
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
五
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
聴
聞
の
期
日
に
お
け
る
審
理
を

公
開
す
る
の
で
、
行
政
手
続
法
及
び
青
森
県
行
政
手
続
条
例
に
基
づ
き
知
事
が
行
う
聴
聞
の
手
続
に

関
す
る
規
則

(

平
成
六
年
九
月
青
森
県
規
則
第
五
十
一
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と

お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

当
事
者
並
び
に
聴
聞
の
期
日
及
び
場
所

二

予
定
さ
れ
る
不
利
益
処
分
の
内
容
及
び
根
拠
と
な
る
法
令
の
条
項

青
森
県
海
面
漁
業
調
整
規
則
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
無
許
可
の
船
舶
に
対
す
る
て

い
泊
命
令

三

聴
聞
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
組
織
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

青
森
県
農
林
水
産
部
水
産
局
水
産
振
興
課

(

担
当

漁
業
管
理
グ
ル
ー
プ

電
話
〇
一
七
―
七
三
四
―
九
五
九
三)

２

所
在
地

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
告
示
第
二
百
二
十
号

青
森
県
海
面
漁
業
調
整
規
則

(

昭
和
四
十
三
年
二
月
青
森
県
規
則
第
十
一
号)

第
五
十
三
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
五
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
聴
聞
の
期
日
に
お
け
る
審
理
を

公
開
す
る
の
で
、
行
政
手
続
法
及
び
青
森
県
行
政
手
続
条
例
に
基
づ
き
知
事
が
行
う
聴
聞
の
手
続
に

関
す
る
規
則

(

平
成
六
年
九
月
青
森
県
規
則
第
五
十
一
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と

お
り
公
示
す
る
。
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当

事

者

聴
聞
の
期
日
及
び
場
所

氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表

者
の
氏
名

住

所

期

日

場

所

阿

部

徹

夫

八
戸
市
大
字
白
銀
町
字

三
島
下
二
四
の
三
九

平
成
二
十
九

年
三
月
二
十

九
日
午
前
十

時

青
森
市
長
島
一
丁
目

一
の
一

青
森
県
庁
北
棟
四
階

農
林
水
産
部
Ｂ
会
議

室

当

事

者

聴
聞
の
期
日
及
び
場
所

氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表

者
の
氏
名

住

所

期

日

場

所

西

村

松

藏

三
戸
郡
階
上
町
大
字
赤

保
内
字
柳
沢
一
五
の
五

七

平
成
二
十
九

年
三
月
二
十

九
日
午
前
十

一
時

青
森
市
長
島
一
丁
目

一
の
一

青
森
県
庁
北
棟
四
階

農
林
水
産
部
Ｂ
会
議

室



( )

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

当
事
者
並
び
に
聴
聞
の
期
日
及
び
場
所

二

予
定
さ
れ
る
不
利
益
処
分
の
内
容
及
び
根
拠
と
な
る
法
令
の
条
項

青
森
県
海
面
漁
業
調
整
規
則
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
無
許
可
の
船
舶
に
対
す
る
て

い
泊
命
令

三

聴
聞
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
組
織
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

青
森
県
農
林
水
産
部
水
産
局
水
産
振
興
課

(

担
当

漁
業
管
理
グ
ル
ー
プ

電
話
〇
一
七
―
七
三
四
―
九
五
九
三)

２

所
在
地

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
告
示
第
二
百
二
十
一
号

漁
業
災
害
補
償
法

(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号)

第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
発
起
人
が
求
め
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
が
同
項
に
規
定
す
る

要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
五
条
の
二
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
青
森
舗
道
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当

事

者

聴
聞
の
期
日
及
び
場
所

氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表

者
の
氏
名

住

所

期

日

場

所

中

村

勝

治

八
戸
市
大
字
金
浜
字
下

山
二
九
の
二
四

平
成
二
十
九

年
三
月
二
十

九
日
正
午

青
森
市
長
島
一
丁
目

一
の
一

青
森
県
庁
北
棟
四
階

農
林
水
産
部
Ｂ
会
議

室

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

(

名
称)

区

域

区

分

三
戸
郡
階
上
町
大
字
道
仏
字
榊
山
七
の
二
二

上
長
根

司

三
戸
郡
階
上
町
大
字
道
仏
字
浜
久
保
二
七
の
五
三

荒
谷

源
治

階
上
区
域

階
上
漁
業
協
同

組
合
の
地
区

内
水
面
以
外
の
水

面
に
お
い
て
網
漁

具
を
水
深
二
十
七

メ
ー
ト
ル
未
満
の

水
中
に
定
置
し
て

営
む
漁
業

(

以
下

｢

小
型
定
置
漁
業｣

と
い
う
。)

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
平
舘
門
の
沢
六
三
高
坂

嘉
男

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
平
舘
後
田
七
三高
坂

茂

外
ヶ
浜
第
二
区
域

外
ヶ
浜
漁
業
協

同
組
合
の
地
区

の
う
ち
、
字
平

舘
後
田
、
字
平

舘
門
の
沢
、
字

平
舘
田
の
沢
、

字
平
舘
太
郎
右

エ
門
沢
、
字
平

舘
鳥
井
沢
、
字

平
舘
長
屋
形
、

字
平
舘
根
岸
山

居
、
字
平
舘
根

岸
湯
の
沢
の
区

域

底
建
網
漁
業

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
舮
作
字
清
滝
一
一
の
二

西
�

昭
一

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
舮
作
字
清
滝
二
八
の
一

宮
本

一
男

新
深
浦
町
第
三
区

域
新
深
浦
町
漁
業

協
同
組
合
の
地

区
の
う
ち
、
大

字
月
屋
及
び
大

字
舮
作
の
区
域

総
ト
ン
数
十
ト
ン

未
満
の
漁
船
に
よ

り
行
う
漁
業
で

あ
っ
て
、
主
と
し

て
や
り
い
か
棒
受

網
漁
業



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

二

代
表
者
の
氏
名

工
藤
浩

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
豊
島
字
豊
本
一
八

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
八)

第
六
〇
七
八
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
九
年
三
月
九
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

管
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

出

先

機

関

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
四
日

青
森
空
港
管
理
事
務
所
長

大

柳

雅

一

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

液
状
凍
結
防
止
剤
供
給
単
価
契
約
一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
空
港
管
理
事
務
所

青
森
市
大
字
大
谷
字
小
谷
一
の
五

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
九
年
二
月
十
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

有
限
会
社
丸
山
銃
砲
火
薬
店
青
森
支
店

青
森
市
大
字
八
幡
林
字
熊
谷
八

六

契
約
金
額

一
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
十
七
万
二
千
八
百
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
五
号

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
に
よ
る
見
積
り
で
あ
っ
た
の
で
、
契
約
の
相
手
方
と
し
た

も
の
で
あ
る
。
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